
報道機関 各位                

市長が市民と直接対話

「市民憲章・市民の日について考えよう」をテーマに

令和２年度さいたま市タウンミーティングを開催します

１ 目的

  市民一人ひとりが「しあわせ」を実感できる市政にすること、そして、その一人ひ

とりを絆で結ぶことにより、更なる「しあわせ」を感じられる市政にするため、市長

が各地域を訪問し、市民と直接対話をすることで、よりよいコミュニケーションの確

保と信頼関係を構築し、地域との絆を深め、市民の声を市政に反映していくことを目

的として、令和２年度タウンミーティングを全 10区で開催します。

２ テーマ

市民憲章・市民の日について考えよう

 ※テーマ内容について市民の皆さんが市長と直接、意見交換します。

３ 参加者  市内在住、在勤又は在学の中学３年生以上の方

４ 申込方法 

下記必要事項①～⑥をご記入の上、郵送、ファクス又はＥメールで、さいたま市

市長公室広聴課に送付してください。 

お電話での申込の場合は、さいたまコールセンターまでご連絡ください。 

５ 必要事項 

①参加希望区 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤手話通訳希望の有無 

⑥市外在住で市内在勤の方は勤務先の所在地・事業所名、市外在住で市内在学の

方は学校名 

６ 申込先 

さいたま市市長公室広聴課 

郵送 ：〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4  
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 さいたま市市長公室広聴課宛 

ファクス ：048-825-0665 

Ｅメール ：kocho@city.saitama.lg.jp 

 ※件名に「タウンミーティング希望」と記入してください。 

さいたまコールセンター ／８時～21 時（年中無休） 

電話 ：048-835-3156 

７ 傍聴者の申込み  

傍聴申込みは、当日、開始時刻の 30 分前から各会場へお越しください。 

（各区先着３人）。 

８ 開催期日、会場、定員、申込期限 

NO 期日 時間 区 会場 定員 申込期限 

１
９月 12 日

（土） 
14:30～16:00 桜区 桜区役所 

12 人

８月 28 日 

（金） 

２
９月 15 日

（火） 
19:00～20:30 南区 

武蔵浦和コミュニ

ティセンター 

３
９月 19 日

（土） 
15:00～16:30 見沼区 見沼区役所 

４
９月 22 日

（火・祝）

10:00～11:30 緑区 緑区役所 

５ 14:30～16:00 岩槻区 岩槻区役所 

６
９月 26 日

（土） 

10:00～11:30 西区 西区役所 

９月 11 日 

（金） 

７ 14:30～16:00 北区 北区役所 

８
９月 28 日

（月） 
19:00～20:30 大宮区 大宮区役所 

９
10 月３日 

（土） 
15:00～16:30 中央区 

与野本町コミュニ

ティセンター 

10
10 月５日

（月） 
19:00～20:30 浦和区 

浦和コミュニティ

センター 

※例年よりも定員を減らして実施します。

※申込多数の場合は抽選とします。

※お住いの区以外にも、申込できます。

※複数の区に申込することはできません。



９ 「新型コロナウイルス感染症対策」を行います

  ・参加者・傍聴者ともにマスクの着用をお願いします。

  ・受付時に、検温及び手指消毒を実施します。

  ・体温が 37.5℃以上の方や体調不良の方には参加をお断りする場合があります。
  ・状況により中止となる場合があります。


